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SPring-8利用制度の変更について 
 

登録施設利用促進機関 
公益財団法人高輝度光科学研究センター 

利用推進部 
 

 2022B期から2023A期にかけて、SPring-8の利用制度・運用が一部変更になります。具体的な課題申請方法
等の詳細は、SPring-8 User Information Webサイトの課題募集のページ（https://user.spring8.or.jp/?p=22799）
をご覧ください。 
 
1. 年6回募集ビームラインの拡張（2022B期より） 
 これまで、SPring-8の課題募集においては、旧産業
利用ビームライン（BL14B2、BL19B2、BL46XU）を
除き、共用ビームラインにおいては年2回の課題募集
を行ってまいりました。年2回の課題募集では、課題
申請から実際に利用するまでの期間が長く、研究・開
発計画における即時性への対応に課題があり、実際に
特に産業界のユーザーより募集頻度の見直しに係る
要望がこれまで寄せられておりました。 
 そこで、年6回の課題募集を、一般共用ビームライ
ンの一部にも適用し、ユーザーの利用へのアクセス機
会を拡大することにより、産業界はもとより、学術機
関も含めた産学官のユーザーの更なる利用促進に資
することを目的とし、2022B期より一部ビームライン
において年 6 回募集ビームラインの拡張を行うこと
といたしました。 
 募集対象課題は、一般課題（成果非専有）、成果専有
課題、大学院生提案型課題、成果公開優先利用課題の
4課題となります。但し、科学審査を行う一般課題お
よび大学院生提案型課題については、募集対象の審査
分野が限定されます。 

 
2. 産業利用ビームラインの運用変更（2022B期より） 
 これまで旧産業利用ビームラインでは、応募資格と
して実験責任者もしくは共同実験者において、「民間
企業」もしくは「産業界に準ずる機関」に属する方が
1名以上含まれることを応募資格としておりましたが、
近年、学術機関のユーザーからも旧産業利用ビームラ
インの利用を希望する声があったこと、学術機関のユ
ーザーが実験責任者（民間企業のユーザーが共同実験
者）という利用割合が増加傾向であることを勘案し、
実験責任者または共同実験者において「民間企業」も
しくは「産業界に準ずる機関」に属する方を含まない
学術機関のグループについても各測定手法に応じた
分科会への課題申請により、旧産業利用ビームライン
を利用できるように運用を変更し、更なる利用促進を
図ることといたしました。 
【2022A期まで】 
 旧産業利用ビームラインへの申請は、産業利用の審
査分野（分科会）に限定 

【2022B期から】 
 各ビームラインの測定手法に関係する各審査分野

第Ⅰ期 第Ⅱ期・第Ⅲ期

BL01B1 　汎用XAFS・汎用MCD
　産業利用

BL02B1 　X線回折（単結晶）
　産業利用

BL02B2 　X線回折（粉末）
　産業利用

BL09XU 　光電子分光
　産業利用

BL13XU
　X線回折（粉末）
　X線回折（汎用・構造評価）
　産業利用

BL47XU 　産業利用
（かつ、イメージング装置利用のみ）

BL14B2

BL19B2

BL46XU

全ての審査
分野

　　汎用XAFS・汎用MCD　　産業利用
　小角・広角散乱　　　　　　　X線回折（粉末）
　X線回折（汎用・構造評価）　産業利用
　光電子分光　　　　　　　　　産業利用

対象ビームライン
募集対象審査分野
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（分科会）からも申請可能 
例）BL46XU（HAXPES II） 

 
 
3. 長期間有効な利用制度の変更（2023A期より） 
 これまで長期間有効な利用課題として、長期利用課
題、パートナーユーザー課題、新分野開拓利用課題を
設置し、運用して参りました。それぞれ課題の設置目
的に沿って活用され、一定の役割を果たし、数多くの
成果が創出されて参りました。 
 一方で、長期間有効な利用制度が複数あることで、
課題の実施目的が混在し利用制度の複雑化に繋がっ
ているとの指摘もございました。 
 こうした課題を解消するため、複雑且つ細分化され
た利用制度を抜本的に見直し、新規ユーザーにとって
も分かりやすい制度とすべく、長期間有効な利用制度
については、長期利用課題、パートナーユーザー課題、
新分野開拓利用課題を廃止し、新たに長期間有効な利
用制度として、2023A 期より有効期間を 1 年とする
成果公開優先利用課題を設置し、年に1回公募するこ
ととします。 
 また、これまで成果公開優先利用課題の申請におい
ては、申請者（実験責任者）の条件として、国が実施
する競争的資金（科研費補助金等）あるいは独立行政
法人などの政府系機関が実施する競争的資金（JST、
NEDO、医薬品機構等）において、研究課題の採択を
受けた方に限ってきましたが、計画的かつ安定的にビ
ームタイムを確保する機会をより広く提供するため、
2023A 期より課題応募資格において、競争的資金等
の有無は問わないこととします。科学技術・イノベー
ション基本計画等、国の方針（政策）に則した研究で
あることのみを申請条件とすることで、更なる利用促
進を図ることといたします。 
 
＜注＞以上のうち、対象ビームライン等は 2022B 期

公募時及び 2023A 期公募時の予定であり、そ
の他の事項を含め今後変更する可能性があり
ます。課題申請の際には、各利用期の募集要項

でご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業利用分科会

光電子分光分科会
第Ⅰ期 配分
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